
船
員
の
最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
！

運輸部

仕事の

窓 8
Point

沖
縄
内
航
鋼
船
運
航
業
及
び
木
船
運
航
業
に
従
事
す
る
船
員
の
最
低
賃
金
が
、７
年
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
背
景
と
し
て
、将
来
、沖
縄
に
お
い
て
も
船
員
不
足
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、若
年
船
員
の
確
保
・
育
成
が

喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
沖
縄
管
内
の
船
員
の

最
低
賃
金
は
平
成
14
年
１
月
18
日
に

決
定
し
、
同
年
２
月
17
日
か
ら
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
に
つ
い
て
は
中
央
で
内
航

鋼
船
運
航
業
の
組
織
船
員
の
労
働
協

約
改
正
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

平
成
20
年
６
月
27
日
に
沖
縄
総
合
事

務
局
長
か
ら
沖
縄
船
員
地
方
労
働
委

員
会
に
沖
縄
内
航
鋼
船
運
航
業
及
び

木
船
運
航
業
の
船
員
の
最
低
賃
金
の

改
正
に
つ
い
て
諮

問
を
し
ま
し
た
。

　

諮
問
を
受
け
沖

縄
船
員
地
方
労
働

委
員
会
で
は
、
平

成
20
年
８
月
に
最

低
賃
金
専
門
部
会

を
設
置
し
て
審
議

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

少
子
高
齢
化
の
進

展
が
著
し
い
昨
今
の
社
会
状
況
に
お

い
て
将
来
予
想
さ
れ
る
船
員
不
足
に

備
え
、
船
員
の
確
保
・
育
成
が
喫
緊

の
課
題
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
労
使

と
も
に
そ
の
点
で
意
見
が
一
致
し
た

こ
と
か
ら
、
最
低
賃
金
の
改
正
は
や

む
を
得
な
い
と
の
結
論
に
達
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
沖
縄
内
航
鋼
船

運
航
業
及
び
木
船
運
航
業
に
従
事
す

る
船
員
の
最
低
賃
金
額
は
下
記
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
が
全
委
員
一
致
で

問い合わせ先　運輸部船舶船員課　☎098（866）1838

SHIGOTONO*MADO1

2

5

6

3 7

4 8

了
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
９
月
12
日
に
は
沖
縄
船

員
地
方
労
働
委
員
会
か
ら
沖
縄
総
合

事
務
局
長
に
答
申
が
出
さ
れ
、
当
該

答
申
の
意
見
要
旨
に
関
す
る
公
示
を

経
て
、
平
成
21
年
１
月
30
日
に
最
低

賃
金
改
正
決
定
の
公
示
が
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
21
年
３
月
１

日
か
ら
効
力
が
発
生
し
ま
す
。

（ア）適用船舶

沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業に従事する船員の最低賃金（改正後の概要）

国内各港間のみを航行区域とする船舶（漁船、海上旅客運送業又はサルベージ業に従事する船舶
を除く。）のうち、平水区域を航行区域とする鋼船、沿海区域を航行区域とする総トン数１００
トン未満の鋼船及び木船

（イ）最低賃金額
　　（月額）

職　員 ２４１，４００円（据え置き）

特定の船舶職員養成施設の課程を修了した若年職員 ２２４，９５０円（据え置き）

部　員 １８２，８５０円（７５０円増）

部　員（３年未満） １７３，７００円（７５０円増）

、
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